
○社会福祉法施行条例

平成二十四年十月十九日

徳島県条例第五十五号

改正 令和元年一二月二六日条例第三六号

社会福祉法施行条例をここに公布する。

社会福祉法施行条例

（趣旨）

第一条 この条例は、社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（社会福祉法人に対する助成の申請手続等）

第二条 法第五十八条第一項の規定により社会福祉法人が助成を申請しようと

するときは、申請書に次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければなら

ない。

一 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

二 別に国又は地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、

その助成の程度を記載した書類

三 財産目録及び貸借対照表

四 その他知事が必要と認める書類

２ 前項に定めるもののほか、法第五十八条第一項の規定による社会福祉法人

に対する助成に関し必要な事項は、知事が別に定める。

（軽費老人ホーム、婦人保護施設、授産施設及び無料低額宿泊所の設備及び運

営に関する基準）

第三条 法第六十五条第一項の規定により条例で定める軽費老人ホーム（法第

二条第二項第三号に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。）の設備及び

運営に関する基準については、次条から第六条までに定めるもののほか、法

第六十五条第二項に規定する厚生労働省令（軽費老人ホームに係るものに限



る。）で定める基準の例による。ただし、本文の規定によりその例によること

とされる軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成二十年厚生労働

省令第百七号）第九条第二項（同令第三十九条、附則第十条及び附則第十七

条において準用する場合を含む。）中「二年間」とあるのは、「五年間」とす

る。

２ 法第六十五条第一項の規定により条例で定める婦人保護施設（法第二条第

二項第六号に規定する婦人保護施設をいう。以下同じ。）の設備及び運営に関

する基準については、次条、第七条及び第八条に定めるもののほか、法第六

十五条第二項に規定する厚生労働省令（婦人保護施設に係るものに限る。）で

定める基準の例による。

３ 法第六十五条第一項の規定により条例で定める授産施設（法第二条第二項

第七号に規定する授産施設のうち、生活保護法（昭和二十五年法律第百四十

四号）第三十八条第五項に規定する授産施設以外のものをいう。以下同じ。）

の設備及び運営に関する基準については、次条に定めるもののほか、救護施

設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準（昭

和四十一年厚生省令第十八号）第一章及び第四章に定める基準の例による。

４ 法第六十八条の五第一項の規定により条例で定める無料低額宿泊所（法第

二条第三項第八号に規定する生計困難者のために、無料又は低額な料金で、

簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設

をいう。以下同じ。）の設備及び運営に関する基準については、次条に定める

もののほか、法第六十八条の五第二項に規定する厚生労働省令（無料低額宿

泊所に係るものに限る。）で定める基準の例による。

（令元条例三六・一部改正）

（非常災害対策に係る基準）

第四条 軽費老人ホーム、婦人保護施設、授産施設及び無料低額宿泊所は、震

災、風水害、火災その他の非常災害に関する避難等の具体的計画を立てる際

には、それぞれの施設の立地環境を考慮するとともに、当該計画の概要を職



員及び入所者又は利用者の見やすい場所に分かりやすく掲示するよう努めな

ければならない。

２ 婦人保護施設及び授産施設は、非常災害時の関係機関への通報及び連携体

制を整備し、これらを定期的に職員に周知するよう努めなければならない。

３ 軽費老人ホーム、婦人保護施設及び無料低額宿泊所は、非常災害時におけ

る施設の運営に必要となる三日分の非常用の食糧、飲料水等を備蓄するよう

努めなければならない。

４ 軽費老人ホームは、施設の特性に応じ、相互に連携して非常災害時におけ

る被災者の支援に努めなければならない。

（令元条例三六・一部改正）

（歯と口腔の健康づくりに係る基準）
くう

第五条 軽費老人ホームは、笑顔が踊るとくしま歯と口腔の健康づくり推進条

例（平成二十四年徳島県条例第一号）第二条第一号に規定する歯と口腔の健

康づくり（以下この条において「歯と口腔の健康づくり」という。）に関する

職員の知識及び理解を深めるとともに、入所者の歯と口腔の健康づくりに努

めなければならない。

（地域との交流に係る基準）

第六条 軽費老人ホームは、施設の運営に支障のない範囲内で、地域との交流

を図るために当該施設の一部を使用することができる。

（人権への配慮等に係る基準）

第七条 婦人保護施設は、入所者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の

人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

（秘密保持等に係る基準）

第八条 婦人保護施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所

者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

２ 婦人保護施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り



得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じ

なければならない。

附 則

１ この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

２ 第三条第一項ただし書の規定は、この条例の施行の日前に整備した記録に

ついては、適用しない。

３ 次に掲げる条例は、廃止する。

一 生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例（昭和三十六年徳島県条例第

十三号）

二 社会福祉法人の助成に関する条例（昭和五十一年徳島県条例第八号）

附 則（令和元年条例第三六号）

この条例は、令和二年四月一日から施行する。


